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衆
議
院
議
員
青
山
雅
幸
君
提
出
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
福
島
県
へ
帰
還
し
た
避
難
者
は
、
全
体
の
何
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
か
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず

し
も
明
ら
か
で
は
な
い
た
め
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
福
島
県
に
お
い
て
、
平
成
二
十
九
年
三
月
末
に
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
基
づ
く
応

急
仮
設
住
宅
の
供
与
が
終
了
す
る
世
帯
を
対
象
と
し
て
、
帰
還
及
び
生
活
再
建
に
向
け
た
住
宅
の
確
保
状
況
及
び
意
向
等
の

把
握
を
目
的
と
し
た
「
住
ま
い
に
関
す
る
意
向
調
査
」
及
び
戸
別
訪
問
を
実
施
し
た
と
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

平
成
二
十
七
年
十
月
末
時
点
に
お
い
て
福
島
県
外
に
避
難
し
て
い
た
世
帯
の
う
ち
、
福
島
県
内
に
帰
還
し
た
世
帯
及
び
帰
還

す
る
意
向
を
示
し
た
世
帯
の
合
計
の
割
合
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
末
時
点
に
お
い
て
十
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
っ
て
い

る
。

二
に
つ
い
て

住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
十
二
号
。
以
下
「
法
」

一



と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
（
住
宅
確
保
要
配
慮
者
に

対
す
る
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
六
十
三
号
）
第
三
条
第
十

号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
が
含
ま
れ
る
。

三
に
つ
い
て

法
第
四
十
条
に
規
定
す
る
住
宅
確
保
要
配
慮
者
居
住
支
援
法
人
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
し
て
、
法
第
四
十
二

条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
と
し
て
法
第
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
登
録
住
宅
に
関
す
る
情
報
の
提
供
等
の
援
助
を
行
う
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

二


